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休日歯科応急診療医（診療時間：午前９時～午後５時）

発熱患者が増加した場合、感染拡大防止のため、主に発熱患者の診療となります。
詳しくは、小平市医師会ホームページをご覧ください。

日　　程 診 療 時 間 名　称 所　在　地 電 話 番 号

休日応急診療 日曜日、祝日、
年末年始 午前 ９時～午後 ５時 小平市医

師会応急
診療所

学園東町
１－１９－１２
（健康センター内）

０４２（３４６）３７０６
（左記診療時間内）

準夜応急診療 月曜～日曜日
（年中無休）

午後 ７時３０分～１０時３０分
（受付は１０時１５分まで）

※応急診療所の診療科目は内科と小児科です。高校生以下の受診は、保護者の同伴が必要です。健康保険証、各
種医療費受給者証を忘れずにお持ちください。

休日応急診療・準夜応急診療（内科・小児科）

東京消防庁救急相談
センター

＃７１１９（携帯電話、PHS、プッシュ回線から）
０４２（５２１）２３２３（ダイヤル回線から）

救急車を呼ぶべきか迷った場合の
相談・２４時間

小平消防署
病院・診療所案内 ０４２（３４１）０１１９ 救急医療機関の案内・２４時間

東京都医療機関案内
サービス（ひまわり） ０３（５２７２）０３０３ 診療中の医療機関の案内・２４時間

東京都による救急診療などの相談・案内

日　　程 医療機関名 所　在　地 電 話 番 号
５ 月 ５ 日（水・祝） み そ の 歯 科 美園町 １－ ２－１６ ０４２（３４７）３６８０
５ 月 ９ 日（日） な か じ ま 歯 科 医 院 花小金井南町 １－１４－２２－１０１ ０４２（４５１）３５６１
５ 月１６日（日） はなみずき歯科医院 上水本町 １－ ７－ ４ ０４２（３２１）４６１８
※受診の際は、事前にお問い合わせください。また、医療機関は変更になる場合があります。

女性のためのセルフケア教室
◆元気とキレイをつくる女性の自分みがき講座
女性の体と心を元気にする運動や食事・生活について楽しく
実践を通して学べます。
と　き　５月２８日（金）、６月８日（火）　午前１０時〜１１時
４５分　９時４５分受付　全２回
ところ　健康センター
対　象　市内在住で５５歳以下の女性
※保育あります（６か月以上、先着順）。
定　員　１５人　内　容　運動実技・講話・血圧測定ほか
持ち物　参加カード（お持ちの方）、筆記用具、飲み物、フ
ェイスタオル
※運動ができる服装と靴で参加してください。
申込み　５月６日（木）から、健康センターへ（電話可、先着
順）☎０４２（3４６）3７０１
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子どもの手当・医療費助成
対　象 手当（月額）・助成額

児童手当

１５歳到達後最初の ３月３１日までの児童（中
学校を卒業するまでの児童）を養育してい
る方
※公務員の方は勤務先へお問い合わせくだ
さい。

１人につき
３歳未満…１５，０００円
３ 歳～小学生
（第 １子・第 ２子）…１０，０００円
（第 ３子以降）…１５，０００円
中学生…１０，０００円
※児童を養育している方の所得が所得制限限
度額以上の場合は、１人につき月額５，０００円。

乳幼児医療
費助成（乳◯）

市内在住の乳幼児（ ０歳～小学校入学前）
を養育している方 健康保険による自己負担額

義務教育就
学児医療費
助成（◯子）

市内在住の小・中学生を養育している方
健康保険による自己負担額
※通院は １回につき上限２００円の自己負担あり。
※入院・調剤などは自己負担なし。

児童扶養手当

次のいずれかに該当する１８歳到達後最初の
３月３１日までの児童を養育している方
▷父母が離婚（事実婚の解消を含む）
▷父または母が死亡または生死不明
▷父または母に １年以上遺棄されている
▷父または母が １年以上拘禁されている
▷父または母がＤＶによる保護命令を受け
ている
▷父または母に重度の障がいがある
▷婚姻によらないで生まれ、父または母に
養育されていない
※児童扶養手当・ひとり親家庭医療費助成
は、児童に一定の障がいがある場合は２０
歳未満まで。

１人目…４３，１６０円～１０，１８０円
２ 人目…１０，１９０円～５，１００円
３ 人目以降…６，１１０円～３，０６０円
（所得に応じて異なる）

児童育成手当
（育成手当） １人につき１３，５００円

ひとり親家
庭医療費助
成（親◯）

健康保険による自己負担額の全部または一部

特別児童扶
養手当

次
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る
２０
歳
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の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
方

▷身体障害者手帳おおむね １～ ３級
▷愛の手帳おおむね １～ ３度
▷上記と同程度の疾病もしくは身体
または精神の障がいがある
※診断書判定により対象外となる場
合もあります。

１人につき５２，５００円または３４，９７０円
※月額は障害の状況により決まります。

児童育成手当
（障害手当）

▷身体障害者手帳 １～ ２級
▷愛の手帳 １～ ３度
▷脳性まひ
▷進行性筋萎縮症

１人につき１５，５００円

小平市心身
障害児福祉
手当

▷身体障害者手帳 １～ ４級
▷愛の手帳 １～ ４度
▷脳性まひ
▷進行性筋萎縮症
▷指定難病または特殊疾病

１人につき７，７５０円または３，８００円

※児童が児童福祉施設などに入所している場合は、手当・医療費助成を受けられないことがあります。

学校を休みがちな子の
これからについて考える親の会
◆小平地域教育サポート・ネット事業
不登校の子どもの保護者には、戸惑いや心配事がたくさんあ
ります。卒業後の進路、親の関わり方などについて、スクー
ルカウンセラーや先輩保護者と交流します。
と　き　５月２９日（土）　午後２時〜４時
ところ　小川西町公民館和室１
対　象　学校を休みがちな子どもの保護者
※小・中学校卒業生の保護者も可。
※該当しない方はご遠慮ください。
定　員　１０人　申込み　当日、会場へ（先着順）
問合せ　地域学習支援課☎０４２（3４６）９８3４

家賃の支払いが困難な方
住居確保給付金再支給申請は６月まで
住居確保給付金は、離職や廃業、新型コロナウイルス感染症
の影響を受けての休業など、自己の責によらない収入の減少
により住居を喪失または失うおそれのある方を対象に、家賃
相当額（上限あり）を給付するものです。
住居確保給付金の支給が終了した方に、解雇以外の離職や休
業などに伴う収入の減少による場合でも、申請すると３か月
間に限り給付金が再支給されます。申請は、６月3０日（水）
までです。詳しくは、お問い合わせください。
問合せ　こだいら生活相談支援センター☎０４２（3４９）０１５１

収入減少者・失業者・休業者
緊急小口資金・総合支援資金の申請は６月まで
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少や失業で
生活資金にお困りの方に、緊急小口資金（主に失業者）と総
合支援資金（主に休業者）の特例貸付をしています。
申請は、６月3０日（水）までです。詳しくは、お問い合わせ
ください。
問合せ　小平市社会福祉協議会☎０４２（3４４）１２１７


